
顧問弁護士のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

（オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内
　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

解雇・雇止め・内定取消しについて
今回は、使用者から労働者に対する一方的な意思表示によっ
て雇用契約が終了する場面として、解雇・雇止め・内定取消し
についてQ＆A方式で解説します。

A　解雇とは、期間の定めのない雇用契約（いわゆる正社員と
の雇用契約）を解約すること、雇止めとは、期間が満了する雇
用契約を更新しないこと、内定取消しとは、採用内定から雇用
契約が開始するまでに、雇用契約を解約することです。それぞ
れ、問題となる場面は異なりますが、使用者が、労働者に、一
方的に告げる意思表示によって、雇用契約が終了する点で共通
しています。

A　労働者は使用者と比較して圧倒的に弱い立場であると考え
られていますので、解雇・雇止め・内定取消し（以下まとめて「解
雇等」といいます。）のいずれについても、使用者が自由に行う
ことはできません。それぞれ求められる要件は異なりますが、
いずれも、解雇権濫用法理（労働契約法16条。①客観的・合理
的理由と、②社会通念上の相当性が認められない解雇を無効と
する考え方。以下単に①、②とします。）を満たさない限り、解
雇等は無効となり、使用者は、無効な解雇期間中の賃金支払義
務等を負うことになります（民法536条2項）。

A　ここでは期間の定めのない雇用契約の解雇（普通解雇）に
ついてご説明します。①については、当該従業員の労働能力や
適格性の欠如（私傷病による就労不能、成績不良、勤務態度に
改善が見られない等）、規律違反行為、経営上の必要性（経営難
によるリストラの必要性等）等が認められる必要があります。
例えば、従業員の成績不良を理由に解雇する場合、単なる成績

不良では足らず、企業経営や運営に現に支障・損害を生じる又
は重大な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければな
らない程度まで至っていることが必要です（エース損害保険事
件・東京地裁平成13年8月10日判決）。②については、解雇事由
の内容・程度、労働者の事情、使用者側の不当な動機・目的の
有無、他の労働者への対応との比較、必要な手続履践の有無等、
当該解雇に係る個別・具体的事情を総合的に勘案して、従業員
の雇用喪失という不利益に相応する事情が存在するか否かを判
断することになります。先ほどの成績不良のケースで言えば、
指導・教育等による業務改善を試みたか、改善の見込みがあるか、
配転・降格等の他の手段を取れない事情があるか等が総合考慮
されます。

A　雇止めの場合、当該従業員の業務の内容、雇用継続に関す
る労使間の言動・認識、更新手続の厳格さ等を勘案し、実質的
に期間の定めのない労働契約と同視できるか、労働者が契約更
新を期待することに合理的な理由があるかを検討することにな
ります（労働契約法19条）。内定取消しの場合、採用内定の性
質（内定取消事由による解約権が留保された労働契約）に鑑み
て、使用者が採用を内定した当時に知らない・知ることが期待
できない事情でなければ、当該内定を取り消すことは認められ
ません。

解雇・雇止め・内定取消とは何ですかQ

雇止め、内定取消しではどのような事情が考慮されますかQ

解雇権濫用法理で求められる要件を教えてくださいQ

使用者は、解雇・雇止め・内定取消しを自由に行うこと
ができますかQ

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【市川法律事務所】
所属弁護士：今福　康裕（いまふく　やすひろ）

立教大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。
弁護士登録以前は、裁判所書記官として民事・刑事の裁判事
務を務める。現在は市川事務所で、交通事故、個人破産、刑事
弁護などを中心に、困っている人を助け、寄り添った仕事をし
たいという想いのもと活動を行う。趣味は映画鑑賞や格闘技

観戦、好きな言葉は「おもしろきこともなき世をおもしろく」。
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編集後記
4月より開催されている大阪万博（万国博覧会）「2025大阪・関西万博」も10月13日の閉幕まであとわ

ずかとなりました。
数々の新技術が発表される万博ですが、日本及びアジア初の万博であった1970年の大阪万博で発表され

た技術で今に影響を与えているものがありましたのでご紹介を。
当時話題を集めたのが「ワイヤレステレホン」と「人間洗濯機」。前者は会場内約100カ所のブースで人々

が相互通話や市外通話を体験。ここでの通話の様子がモニターされ、後のPHSや携帯電話の開発に生かさ
れました。また後者はこの技術が介護用の浴槽や眼鏡洗浄機にも応用されたとのこと。
今回の万博では大阪ヘルスケアパビリオンにて、50年の時を経てさらに進化を遂げた「ミライ人間洗濯機」

が展示されています。マイクロバブルによる洗浄中に心電図をモニタリングし、心身の状態や疲労度などを
感知、その結果は前方のモニターに表示され、心電図から入浴者の情報を判断し、最新の水流技術で首から
上を自動洗浄。その時の気分に合わせた映像も流れ、洗浄完了後に排水と乾燥が行われるとのこと。技術の進化に驚くばかりです。
ちなみにこの「ミライ人間洗濯機」は6月から介護施設でテスト導入が始まっており、改良を重ねながら2025年12月の製品化を目指しているそ

うで、介護業界にも明るいニュースとなっています。

1　事案の概要
Xさんは、自動車を運転中、信号待ちで停車していたところ後
続車に追突されました。むち打ちで6カ月弱通院し、2カ月後、
保険会社から示談書等が届きました。そこで、弁護士費用特約
を使用して増額交渉できないかとご相談のお電話をいただき、
増額可能性が高かったため、ご依頼をいただきました。

2　保険会社の提案内容と交渉方針
問題点は、①通院慰謝料が低額、②休業損害が、週40時間以
上勤務を理由に主婦としての損害を認めず、給与所得者として
の証明書から算出される金額に止まること、の2つでした。

Xさんは、時間のかかる裁判は望まず、適正な範囲内の早期解
決をご希望でしたので、①の慰謝料は、支払いが渋いことで有
名な担当者特性も考慮して裁判基準の85％を目標としつつ、 
②の主婦休損を認めさせて総額を伸ばすことにしました。

3　通院慰謝料の交渉結果
案の定、裁判基準90％での当方案に対して、担当者は80％と

の対案を書面で送りつけてきて、後述の主婦休損と引き換えに
85％で落ち着きました。
但し、通院期間よりも回数の3倍の方が少ないケースのため、
一部の強硬な会社・担当者だと低額な回数ベースでしか応じな
いのですが、本件担当者は裁判基準の原則である期間ベースは
認める常識的な対応で、金額的に約9割の増額となりました。

4　兼業主婦の休業損害と交渉結果
兼業主婦の休業損害算定の基礎となる収入について、裁判基
準は「現実の収入金額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高
い方」としており、自賠責保険の支払基準とは異なり、勤務時
間は基本的に無関係です。
但し、日額が（自賠責基準6,100円に対し）1万円を超える反

面、休業日数の認定は相応に厳しくなります。休業日数・総額
をある程度抑えるさじ加減も、保険会社側の弁護士介入や訴訟
を避けて適切な早期解決を目指す場合には重要です。
本件では、休業損害証明書ベースの提案に対して8割の増額と

なりました。

5　ポイントは弁護士費用特約とカバー範囲
総額で約50万円の増額となりました。弁護士費用のご負担は

なく、増加額が全てお手元に残るという意味で、やはり弁護士
費用特約は必須だと思います。
近時は、弁護士費用特約が自動車事故限定型しかない保険会

社もあり、自転車にぶつけられ大けがをしたのに特約を使えな
いというご相談も増えています。やはり日常生活事故を含む弁
護士費用特約を選びたいものです。
また、代理店経由で自動車保険を契約されている方で、弁護

士費用特約を付けたはず（代理店に問い合わせて大丈夫と回答
された）なのに、いざ事故に遭ったら実は代理店のミスで付い
ていなかったというご相談も散見されます。やはり保険証券で
特約の〇×を確認することも必要だと思います。

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【船橋法律事務所】TEL：047-407-4680【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【柏法律事務所】TEL：04-7197-3401

【成田法律事務所】TEL：0476-20-3031

【渋谷法律事務所】TEL：03-6427-1651 【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

交通事故解決事例

リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、
企業法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽
に、お近くの事務所へご相談ください。

取り扱い業務のご案内

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対応
しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間1,000件以上
の実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2024年1月1日～12月31日

【上野法律事務所】
所属弁護士：上田　和裕（うえだ　かずひろ）

早稲田大学政治経済学部卒業。大学卒業後は電機メーカーに
就職し、より専門性が高い仕事をしたい、職人としての誇りが
持てるようになりたいと思い、転職を経て法曹を目指す。現在
は上野法律事務所に所属し、依頼者の利益を最優先に思考し
行動することを心がけている。好きな言葉は「人事を尽くして

天命を待つ」。

プロフィール


